
Ⅱ 農業委員会系統組織の概要
１．現 状

（会員） （業務）

全国農業会議所（民間法人） ・全中、全農、全共連、農林中 ・意見の公表、行政庁への建議、諮問に応ずる答申

会員数 75会員 金、農林漁業金融公庫等の全国 ・都道府県農業会議の業務に対する指導・連絡

役員数 15人 組織の農業団体（19） ・啓もう、宣伝、調査及び研究 等

職員数 55人 ・都道府県農業会議（47）

・学識経験者（9）

（会議員） （業務）

都道府県農業会議(認可法人) ・農業委員会会長等 (法令業務)

会議員数 3,909人 ・都道府県農協中央会等の都道府 ・農地法に基づく農地転用の許可に係る都道府県知事へ

(県平均 83.2人) 県段階の農業団体の理事等 の意見具申等

・学識経験者 (任意業務)
うち常任会議員数 ・意見の公表、行政庁への建議、諮問に応ずる答申

1,309人 ・農業委員会への協力

(県平均 27.9人) ・啓もう、宣伝、調査及び研究 等

職員数 495人

(県平均 10.5人)

（委員） （業務）

農 業 委 員 会(行政委員会) （選挙委員） (法令業務)

農業委員会数 3,223委 ・農業者 ・農地法に基づく農地の権利移動の許可、農業経営基盤

農業委員数 59,254人 （選任委員） 強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定等

(委員会平均 18.4人) ・総合農協理事又は経営管理委員 (任意業務)

・農業共済組合理事 ・農地等の利用関係のあっせん

職員数 10,760人 ・学識経験者 ・農地等の交換分合のあっせん
(委員会平均 3.3人) ・意見の公表、行政庁への建議、諮問に応ずる答申

・啓もう、宣伝、調査及び研究 等

注） 農業委員会及び都道府県農業会議は、平成12年10月１日現在、全国農業会議所は平成14年10月４日現在である。



２．農業委員会系統組織の変遷

明治７年 明治32年 明治33年

農 談 会 農 会 (*1) 産 業 組 合 (*2)

昭和13年

農 地 委 員 会

農地関係の調整 昭和18年

に係る諮問機関 農 業 会 (*3)

昭和20年

農地委員会の改組 昭和22年

・農地関係の調整 昭和23年 昭和23年 農 業 協 同 組 合

に係る処分機関 農業調整委員会 農業改良委員会
・農地改革の実施 食料の供出割当 改良普及事業の援助

昭和26年 昭和26年

都道府県農業委員会 農 業 委 員 会

農地改革等の業務のほか、農業・農民の

代表機関としての地位が与えられた。

昭和29年 昭和29年 昭和29年 昭和29年

全国農業会議所 都道府県農業会議 第一次農業団体再編(*4) 全国及び都道府県

農業・農民の代表機関を整備するため、 農協中央会の設立

全国農業会議所、都道府県農業会議が設立

された。

注 *1 農民への技術指導、農業経営改善指導に当たっていた農業団体
*2 中小産業者である農業者、工業者、商業者などがそれぞれ共同して、信用、販売、購買、生産等を行っていた組合

*3 国家統制により各種農業団体を統合した団体

*4 生産指導のあり方、農民の利益代表機能等を巡り、農民団体に発展


